
甲賀市奨学資金給付制度のお知らせ
　経済的理由により高等学校等への修学が困難な方に対し
て市では、奨学資金を給付しています。

●給付の対象  
　次の①から③のすべてに該当する方が対象となります。
　　①�滋賀県奨学資金または日本学生支援機構奨学金、お

よびこれらに準ずる奨学金の貸与を受けている方
　　②�保護者が①の奨学金の貸与を受けるに至った日より

前１年以上引き続いて市内に住所を有している方
　　③�生活保護法に基づく被保護世帯またはそれに準ずる

世帯に属する方

●給付の額  
◦高等学校、特別支援学校（高等部）等
　　月額　５, ０００円
◦大学（大学院を除く）等
　　月額　１５, ０００円

●申請期間  
　６月15日（水）〜７月15日（金）
　給付を受けるには、申請書の提出が必要です。詳しくは、
下記までお問い合わせください。

身
体
・
知
的
障
害
者

　
相
談
員
が
決
ま
り
ま
し
た

　
滋
賀
県
身
体
障
害
者
相
談
員
と
滋
賀
県
知
的
障
害
者
相
談
員
の
任
期

満
了
に
伴
い
、次
の
方
々
が
相
談
員
と
し
て
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

　
障
が
い
の
あ
る
方
や
ご
家
族
か
ら
の
相
談
を
受
け
た
り
、障
が
い
の

あ
る
方
の
自
立
や
社
会
参
加
に
つ
い
て
地
域
の
皆
さ
ん
の
理
解
を
促
進

す
る
た
め
に
ご
活
躍
い
た
だ
き
ま
す
。

身
体
障
害
者
相
談
員（
敬
称
略
）

【
任
期
】平
成
23
年
４
月
１
日

〜
平
成
25
年
３
月
31
日

○
森も
り
井い　
登の
ぼ
る　
　
（
水
口
）

○
中な

か
瀬せ　

子こ　
（
水
口
）

○
藤ふ

じ
本も
と　
俊し
ゅ
ん
じ治　
（
土
山
）

○
村む

ら
木き　
洋よ
う
次じ

郎ろ
う（
土
山
）

○
井い

場ば　
道み
ち
夫お　
（
甲
賀
）

○
増ま

す
田だ　
定さ
だ
雄お　
（
甲
賀
）

○
中な

か
野の　
志し

朗ろ
う　
（
甲
賀
）

○
宮み

や
本も
と　
富と

み

お
美
男（
甲
南
）

○
加か

藤と
う　
千ち

鶴づ
る　
（
甲
南
）

○
大お

お
西に
し　
正ま
さ
純ず
み　
（
信
楽
）

○
藤ふ

じ
田た　
徹と
お
る　
　
（
信
楽
）

知
的
障
害
者
相
談
員（
敬
称
略
）

【
任
期
】平
成
23
年
６
月
１
日

〜
平
成
25
年
５
月
31
日

○
大お
お
野の　
慶け
い
子こ　
（
水
口
）

○
鵜う

飼か
い　
多た

み

え
美
恵（
土
山
）

○
松ま

つ
山や
ま　
正ま
さ
和か
ず　
（
甲
賀
）

○
竹た

け
口ぐ
ち　
拓ひ
ろ
志し　
（
甲
南
）

○
鈴す

ず
木き　
つ
や
子こ（
信
楽
）

「
地
域
で
守
ろ
う
！
こ
ど
も
の
笑
顔
」

〜
地
域
福
祉
大
会
開
催
〜

　
地
域
福
祉
大
会
は
、甲
賀
市
地
域
福
祉
推
進
計
画
に
基
づ
き「
健

康
福
祉
の
ま
ち
甲
賀
」の
実
現
を
め
ざ
し
て
開
催
し
ま
す
。

　
今
年
も
、大
人
も
子
ど
も
も
一
緒
に
楽
し
め
る
企
画
が
も
り
だ
く

さ
ん
で
す
。
多
く
の
皆
さ
ん
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

日
時
▼
６
月
11
日（
土
）

　
　
　
９：45
〜
14：00�

（
雨
天
決
行
）

場
所
▼
忍
の
里
プ
ラ
ラ

内
容
▼
９：45
〜
10：00�

�

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト（
劇
団
ふ
り
ぃ
だ
む
）

　
　
　
10：05
〜
10：25�

開
会
式
典（
表
彰・感
謝
状
）

　
　
　
10：35
〜
12：05�

�

講
演・事
例
発
表

�

「
地
域
で
守
ろ
う
！
こ
ど
も
の
笑
顔
」

　
　
　
◦
講
師
兼
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
：

　
　
　
　
風
の
子
保
育
園
子
育
て
支
援
担
当・保
育
士　
松ま

つ
原ば
ら　
洋よ
う
介す
け

　
　
　
◦
事
例
報
告
：�

守
山
市
速
野
学
区
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　
　
　
　
　
　
：
あ
す
な
ろ
の
会（
甲
南
町
）

　
　
　
　
　
　
　
　
：
子
育
て
広
場　
わ
の
わ
の
わ

　
　
　
　

�

　
　
（
水
口
町
柏
木
地
区
地
域
福
祉
協
議
会
）

　
　
　
10：30
〜
14：00�

�

模
擬
店・啓
発
コ
ー
ナ
ー・ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー

�

ほ
っ
と
マ
マ
サ
ロ
ン
コ
ー
ナ
ー・

�

義
援
金
コ
ー
ナ
ー

６月４日〜10日は歯の衛生週間

○む�し歯菌を増やさない
○フッ素の入った歯磨き粉などを使うと、歯の質が強くなります。
○規則正しい生活を送り、飲食回数を減らす
○バランスのよい食事をとりよくかんで食べる
○たばこを吸わない
○定期検診を受ける

むし歯予防・
歯周病予防は毎日の
生活習慣から

　平成22年度中に３歳６か月児健診を受けられた方の
うち、親子ともにむし歯がなく、お口の状態がいいとい
う方を、６月30日に甲賀保健所で行われる「親子でいい
歯のコンクール」へ推薦します。
　該当の方で推薦を希望される場合は親・子の口腔状態
を事前に確認させていただきますので、６月６日までに
健康推進課へご連絡ください。

　診察・パノラマＸ線撮影により歯と歯ぐきの状態を確認
します。現在、歯の治療を受けていない40 〜 70歳の方
が対象です。
　ご希望の方は指定歯科医療機関へお申し込みください。
※詳しくは検診カレンダー 17ページをご覧ください。

親子でいい歯のコンクールのお知らせ 歯周疾患検診のお知らせ

　食中毒は、夏場だけでなく１年を通して発生してい
ます。
　また、暑い時期には食中毒を起こす細菌が増えやす
くなり、食中毒が多発します。食中毒を起こす食べ物
は色や臭いで見分けることができませんので、次のこ
とに気をつけて、食中毒から身を守りましょう。

①食品を取り扱うときは、手をよく洗いましょう。
②まな板、ふきんなどは熱湯や漂白剤で殺菌しましょう。
③出来るだけ早く調理し、調理後は早く食べましょう。
④食品は放置しないで冷蔵庫に入れましょう。
⑤�食品はなるべく加熱し、加熱調理するときは中心部まで十分加熱
しましょう。

⑥�残った食品は時間が経ったら、思い切って捨てましょう。
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　よくかんでおいしく食べるには歯の健康が大切です。
　むし歯や歯周病になると、口の中に細菌が増えてきます。それをこのまま放っておくと、細菌が血管に入っ
て全身に広がり、いろいろな病気を引き起こしたり、糖尿病などの生活習慣病を悪化させることがあります。
　生活習慣を見直し、いつまでも健康な生活をエンジョイしましょう。（（ （（
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